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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
、
刃
渡
」
を
「
、
刃
渡
り
」
に
改
め
、
「
、
剣
」
を
削
り
、
「
並
び
に
あ
い
く
ち
及
び
」
を
「
、
刃
渡
り
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
剣
、
あ

い
く
ち
並
び
に
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日

二

（
略
）

第
四
条

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
同
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等

取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
一
号
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
刀
剣
類
と
な
る
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
刀
剣
類
」
と
い
う
。
）
を
所
持

し
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
刀
剣
類
所
持
者
」
と
い
う
。
）
又
は
特
定
刀
剣
類
所
持
者
か
ら
当
該
特
定
刀
剣
類
に
つ
い
て
輸
出
若
し
く
は
廃
棄
の
取
扱

い
を
委
託
さ
れ
た
者
で
当
該
特
定
刀
剣
類
を
そ
れ
ぞ
れ
輸
出
若
し
く
は
廃
棄
の
た
め
所
持
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か

ら
六
月
間
は
、
当
該
特
定
刀
剣
類
に
関
す
る
限
り
、
第
一
号
新
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
号
新
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
刀
剣
類
所
持
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
号
新
法
第
十
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
許
可
に
係
る
用
途
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
」
と
あ
る
の
は
「
正
当
な
理
由
」
と
、
「
当
該
許
可
を
受

け
た
銃
砲
又
は
刀
剣
類
」
と
あ
る
の
は
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
刀
剣
類
（
以
下
単
に
「
特
定
刀
剣
類
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
一
号
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
し
又
は
貸
付
け
が
禁
止

さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
、
第
四
号
の
四
、
第
四
号
の
五
、
第
八
号
若
し
く
は
第
十
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

刀
剣
類
の
輸
出
又
は
廃
棄
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
を
除
き
、
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
」
と
、
「
銃
砲
又
は
刀
剣
類
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
刀
剣
類
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
号
新
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

４

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
号
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
刀
剣
類
を
譲
り
渡
し
、
又
は
貸
し
付
け
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又

は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
六
号
）
新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
刀
剣
類
」
と
は
、
刃
渡
り
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
刀
剣
類
」
と
は
、
刃
渡
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

上
の
刀
、
や
り
及
び
な
ぎ
な
た
、
刃
渡
り
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
剣

の
刀
、
剣
、
や
り
及
び
な
ぎ
な
た
並
び
に
あ
い
く
ち
及
び
四
十
五
度
以
上
に
自

、
あ
い
く
ち
並
び
に
四
十
五
度
以
上
に
自
動
的
に
開
刃
す
る
装
置
を
有
す
る
飛

動
的
に
開
刃
す
る
装
置
を
有
す
る
飛
出
し
ナ
イ
フ
（
刃
渡
り
五
・
五
セ
ン
チ
メ

出
し
ナ
イ
フ
（
刃
渡
り
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
飛
出
し
ナ
イ
フ
で
、

ー
ト
ル
以
下
の
飛
出
し
ナ
イ
フ
で
、
開
刃
し
た
刃
体
を
さ
や
と
直
線
に
固
定
さ

開
刃
し
た
刃
体
を
さ
や
と
直
線
に
固
定
さ
せ
る
装
置
を
有
せ
ず
、
刃
先
が
直
線

せ
る
装
置
を
有
せ
ず
、
刃
先
が
直
線
で
あ
つ
て
み
ね
の
先
端
部
が
丸
み
を
帯
び

で
あ
つ
て
み
ね
の
先
端
部
が
丸
み
を
帯
び
、
か
つ
、
み
ね
の
上
に
お
け
る
切
先

、
か
つ
、
み
ね
の
上
に
お
け
る
切
先
か
ら
直
線
で
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
点
と

か
ら
直
線
で
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
点
と
切
先
と
を
結
ぶ
線
が
刃
先
の
線
に
対

切
先
と
を
結
ぶ
線
が
刃
先
の
線
に
対
し
て
六
十
度
以
上
の
角
度
で
交
わ
る
も
の

し
て
六
十
度
以
上
の
角
度
で
交
わ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

を
除
く
。
）
を
い
う
。
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附
則
第
四
条
第
二
項
に
よ
る
読
み
替
え
表
（
新
旧
対
照
形
式
）

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
読
み
替
え
部
分
）

読
み
替
え
後

読
み
替
え
前

（
所
持
の
態
様
に
つ
い
て
の
制
限
）

（
所
持
の
態
様
に
つ
い
て
の
制
限
）

第
十
条

特
定
刀
剣
類
所
持
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
銃

第
十
条

第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八

当
該
許
可
に
係
る
用
途
に
供
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
刀
剣
類
（
以
下
単
に
「
特
定

い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
携
帯
し
、
又
は
運
搬
し
て

刀
剣
類
」
と
い
う
。
）
を
携
帯
し
、
又
は
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

は
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
譲
渡
の
制
限
）

（
譲
渡
の
制
限
）

第
二
十
一
条
の
二

（
略
）

第
二
十
一
条
の
二

（
略
）

２

特
定
刀
剣
類
所
持
者
は
、
特
定
刀
剣
類
の
輸
出
又
は
廃
棄
の
取
扱
い
を
委
託

２

第
四
条
若
し
く
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
、
第
八
条
第
六

す
る
場
合
を
除
き
、
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二

項
の
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射

に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
又
は
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
七
条

撃
場
を
設
置
す
る
者
は
、
第
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
し
又
は
貸
付
け
が

第
一
項
の
許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
特
定
刀
剣
類
を
譲
り

禁
止
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
三
条
第
一
項
第
二

渡
し
、
又
は
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

号
の
二
、
第
四
号
の
四
、
第
四
号
の
五
、
第
八
号
若
し
く
は
第
十
二
号
に
該
当

す
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
又
は
譲
受
人
若
し
く
は
借
受
人
が
第
七
条
第
一
項

の
許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
譲
り
渡

し
、
又
は
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な
い
。


